
「⼊院治療や検査の拒否（選択の⾃由）の覚書」の現状調査分析 
についてのお知らせ 

 
当院は2008年に、組織横断的に質改善活動を推進する部署としてＴＱＭ（Total Quality Mana

gement以後TQM）センターが設置されました。 
2014年に組織横断的問題として、患者さんが⼊院治療や検査を拒否するが後に責任を問われる

ことがないようにしたいという、課題が提議されました。この課題は、患者さんの⾃⼰決定権、医
師の説明義務を切り離して議論することはできませんでした。そこで、東京地裁平成１８年１０⽉
１８⽇判決⼤動脈弁閉鎖不全症等により突然死の判例をもとに議論を進めた結果、「⼊院治療や検
査の拒否（選択の⾃由）」があった場合の対応規約の作成、⼊院・検査治療拒否の患者さんの覚書
を顧問弁護⼠に相談を⾏い運⽤を開始しました。 

患者さんの状況に応じて覚書を患者さんや家族と話し合いながら作成し、合意形成していくプロ
セスにインフォームドコンセントンの実践があり、責任の回避ではなくより⾃⼰決定権を尊重しな
がら患者さんや患者の家族の⽣命の質を尊重できるかは重要と考えます。そこで、使⽤開始から現
在までの情報から現状分析を⾏い、患者さんの意志決定、インフォームドコンセントの課題を明ら
かにして、医師と患者さん、患者さんの家族が安⼼して治療を選択できる質の向上につとめたいと
考えています。 

 
＜研究対象＞ 

当院で 2014 年 1 ⽉ 1 ⽇から 2021 年 12 ⽉ 31 ⽇の期間に、「⼊院治療・検査保留に関する覚書」

を提出された患者さん 
 

＜研究期間＞2022 年 1 ⽉１⽇から 2023 年 1 ⽉１⽇までを予定しています。 
 

＜研究内容＞ 
治療計画、年齢、性別、診療科、インフォームドコンセント記録、覚書提出までの経過など、臨床

情報を診療録より収集します。 

 
＜研究代表者＞社会福祉法⼈京都社会事業財団京都桂病院ＴＱＭセンター出森智⼦ 
 

研究で集めるデータには患者さんのお名前や住所など個⼈を特定する情報は含まれません。また、
⽇本臨床倫理学会や⽇本賠償科学学会や出版物として公表することがありますが、いかなる場合で
も個⼈情報が漏れることはありません。プライバシーは守られます。 本研究は当院の倫理・臨床研
究審査委員会で承認されています。本研究の趣旨をご理解いただき本研究に参加をお願いします。
本研究に関する質問もしくは研究に賛同できない場合は以下のご連絡先、もしくは QR コードに⼊
⼒をお願いします。ご賛同いただけない場合でも、今後の診療に不利益はきたしません。ご理解とご
協⼒のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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